
島根県建築物耐震改修促進計画（追補）

平成２８年３月

島 根 県



建築物の耐震改修の促進に関する法律（以下、耐震改修促進法）の改正（平成25年11

月25日施行）を受け、島根県建築物耐震改修促進計画に次の事項を追加する。

また、次期計画策定までの経過措置を追加する。

第１章 耐震改修促進計画の基本的事項

２．促進計画の位置づけ

「２－３ 促進計画の計画期間」に次の事項（枠内）を経過措置として追加する。

平成27年度末の住宅の耐震化率及び多数の者が利用する特定建築物の耐震化率の目

標は90%であるが、平成27年10月末の時点で住宅の耐震化率は70%、多数の者が利用す

る特定建築物の耐震化率は86％であり、目標に達していないことから、引き続き耐震

化を推進する必要があるため、平成28年度に施策の見直しを行い、次期計画を策定す

るまでの間、現計画を平成28年度まで延長することとする。

第２章 追加補足なし

第３章 追加補足なし
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第４章 建築物の耐震化目標を達成するための施策

２．建築物の耐震耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策（基本施策１）

２－１ 耐震診断及び耐震改修の誘導・支援策

「 ５）県又は市町村が実施する支援策」に次の事項（枠内）を追加する。（

要緊急安全確認大規模建築物 が所在する市町村は国の補助事業等を活用して、※

耐震診断・改修費に対する助成制度を創設する。また、県は市町村の費用の一部を

負担する支援制度を創設する。

※耐震改修促進法附則第３条に規定する要緊急安全確認大規模建築物

「 ８）大規模な地震が発生した場合においてその利用を確保することが公益上必要な（

建築物の耐震化の取り組み」を追加する。

（８）大規模な地震が発生した場合においてその利用を確保することが公益上必要な

建築物の耐震化の取り組み

耐震改修促進法第５条第３項第１項には、大規模な地震発生時に利用を確保する

ことが公益上必要な建築物が規定されており、これらは、応急対策活動の拠点や避

難所となるもの等である。

島根県では、要緊急安全確認大規模建築物であって、市町村が災害対策基本法に

基づき策定する地域防災計画において災害時に利用することを想定している建築物

を耐震改修促進法第５条第３項第１号に基づく建築物として指定し、強力に耐震化

の促進を図る。

また、その他の災害時に利用することを想定している建築物についても指定を検

討する。
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「 ９）地震発生時に通行を確保すべき道路の指定」を追加する。（

（９）地震発生時に通行を確保すべき道路の指定

耐震改修促進法第５条第３項第２号及び第３号並びに第６条第３項第１号及び第

２号の規定に基づく道路は、地震による建築物の倒壊・閉塞によって緊急車両の通

行や住民の避難の妨げにならないように通行を確保すべき道路を定めることとなっ

ている。

島根県では、平成９年３月に策定した「島根県緊急輸送道路ネットワーク計画」

の緊急輸送道路を耐震改修促進法第５条第３項第２号及び第３号に基づく道路とし

て指定を検討する。

４．特定建築物の所有者に対する法的措置等の実施方針（基本施策３）

「４－３ 要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断の結果の公表」を追加する。

４－３ 要緊急安全確認大規模建築物に関する事項

要緊急安全確認大規模建築物について、平成27年12月31日までに耐震診断を実施

し、その結果を報告することが義務付けられ、所管行政庁が当該結果の公表を行う

こととされた。

対象となる建築物の概要を表４－３、表４－４に示す。

各所管行政庁は、耐震診断の結果等を建築物の用途ごとに一覧できるように取り

まとめた上で、平成28年１月以降、速やかにホームページ等で公表する。
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